
タクシー乗車禁止地区（北新地・南地）内の
タクシーに関する不適切行為に係る情報提供窓口について

北新地・南地（大阪）周辺では、タクシー業務適正化特別措置法第43条に基づき、22時～1時の間、タ
クシー乗車禁止地区を指定し、同地区内にタクシー乗り場を設置しています。近年の乗務員増加や万博閉
幕に伴って乗車禁止地区にタクシーが集中した結果、当局への悪質な客引きや遠方旅客の選別乗車、乗り
場周辺での二重駐車といった不適切行為に関する情報が頻発して寄せられています。
このため、より多くの情報を収集し、タクシー事業者への指導に役立たせることを目的として、情報提

供窓口を設置しますので、情報をお持ちの方は、以下の手順により情報をお寄せください。

【お寄せいただく情報の一例】
• 北新地の〇〇乗り場の付近で、乗務員がタクシー車両から降り、通行人に付きまとい、遠方客のみを選別して乗車させ
る悪質な客引きをしている。

• 北新地の〇〇交差点周辺で、タクシーが二重駐車となっている。 など
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★情報提供窓口のご利用手順★
以下のQRコードを読み取っていただくか、こちらをクリックして、
メール本文に記載している事項をご記入のうえ、送信してください。

≪QRコード≫

※宛名、件名はデフォルトで入力されています。
※写真等参考資料があれば、メールに添付してください。
※個人情報は厳重に管理します。

≪注意事項等≫
・提供いただいた情報は、タクシー事業者への指導等に活用させていただきます。
・ご記入いただいた内容についての個別回答はいたしません。また、現場で生じたトラブル等の責任は負いかねますので、
あらかじめご了承ください。

・お電話での情報提供はご遠慮ください。
・運輸局から詳細を確認させていただく場合があります。
・本情報提供窓口の運用は、令和8年3月末までを予定しています。

mailto:kkt-taxi-kitaminami@ki.mlit.go.jp?subject=%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8F%90%E4%BE%9B&body=%E3%81%8A%E5%90%8D%E5%89%8D%EF%BC%88%E4%BB%BB%E6%84%8F%EF%BC%89%EF%BC%9A%0D%0A%0D%0A%E6%97%A5%E6%99%82%EF%BC%9A%0D%0A%E5%A0%B4%E6%89%80%EF%BC%9A%0D%0A%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%90%8D%EF%BC%9A%0D%0A%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E7%95%AA%E5%8F%B7%EF%BC%9A%0D%0A%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E5%86%85%E5%AE%B9%EF%BC%9A


（出典）公益財団法人大阪タクシーセンターHP：https://www.osaka-tc.or.jp/take_place.html

https://www.osaka-tc.or.jp/take_place.html
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